
第２子中学生及び第３子以降小中学生の 

学校給食費無償化について  
 

 

市では、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、同一生計の子ども

を２人以上扶養している保護者が一定要件を満たす場合に、小牧市立の小

中学校に通う子どもの第２子中学生及び第３子以降の小中学生の学校給食

費を無償化（無料）とします。  

 本制度は、令和４年９月から対象者を第３子以降小中学生として開始し

ました。令和５年９月からは、第２子中学生も対象者となりました。  

対象者は毎年申請が必要です。  

 

無償化の要件  

※ 下 記 要 件 に す べ て 満 た し て い る 場 合 に 、 該 当 の 保 護 者 の 方 か ら 申 請 に  

よ り 無 償 化 の 対 象 と な り ま す 。  

  

１ ．同 一 生 計 で 扶 養 し て い る 2 番 目 の 子 ど も が 中 学 生 ま た は ３ 番 目 以 降 の

子 ど も が 小 中 学 生 で あ る こ と 。  

２ ． 保 護 者 及 び 対 象 と な る 子 ど も が 小 牧 市 に 住 所 を 有 す る こ と 。  

３ ． 対 象 と な る 子 ど も が 市 立 小 中 学 校 で 給 食 の 提 供 を 受 け て い る こ と 。  

４ ． 生 活 保 護 に よ る 給 食 費 相 当 分 の 補 助 を 受 け て い な い こ と 。  

 

申請方法  

「小牧市学校給食費第２子生徒及び第３子以降児童生徒無償化申請書兼

承諾書」に必要事項を記入のうえ、添付書類を裏面に貼り付け、お手持ち

の任意の封筒に入れて、対象児童生徒の長子が通学する学校に提出してく

ださい。  

 

●無償化対象者が複数いる場合は、申請書は１枚にまとめてください。  

●扶養している子のなかに、申請時に１８歳に達する日以後の最初の３月

３１日を経過した子がいる場合又は同一生計であるが別住所の子を扶養し



ている場合は、扶養していることが確認できる書類（源泉徴収票の写し、

確定申告書の写し、その他の当該子を扶養していることを証する書類（学

生証、子が独立生計の見込みが立っていないことを証する疾病・障害等の

認定書等）の写し）を申請書に添付してください。  

 

無償化する決定について  

市は、学校経由で申請書を受け取り、申請内容を審査し無償化の要件を

すべて満たしている場合は、無償化とする決定をし、申請者に通知します。

合わせて学校に連絡します。  

無償化は、決定した翌月以降にお子さんが給食を喫食した分から適用し

ます。  

無償化は、給食費を保護者口座等から徴収しないことにより実施します。 

 

無償化とならない場合について  

申請内容が無償化の要件に満たさない場合は、無償化となりませんので、

無償化を却下する決定をし、申請者に通知します。合わせて学校に連絡し

ます。  

無償化とならない場合は、引き続き給食費を納付していただきます。  

 

無償化を止める場合について  

 中学卒業や市外転出の場合は、無償化の対象から外れます。  

 無償化後に生活保護受給が開始された場合は、生活保護の教育扶助が  

優先されますので、無償化を止めることとなり、無償化を停止する決定を

し、保護者に通知します。合わせて学校に連絡します。  

無償化停止となった場合は、停止決定の翌日の給食の喫食分から給食費

を納付していただきます。  

 

 

 



年度途中の申請  

 市外から転入した場合は、学校経由で申請書を提出してください。申請

内容を審査のうえ、無償化決定又は無償化却下決定のいずれかの通知をし

ます。合わせて学校に連絡します。  

 

無償化の対象となる例  

事例  第 1 子  第 2 子  第 3 子  第 4 子  
給食費無償化の対象  

となる子※申請先  

例１ 23 歳無就労  高校生  
市立  

中学生  

市立  

小学生  

第 3 子と第 4 子  

※申請：第 3 子の学校へ  

例２ 
22 歳大学生  

（無就労） 
高校生  

市立  

中学生  

市立  

小学生  

第 3 子と第 4 子  

※申請：第 3 子の学校へ  

例３ 
22 歳就労者  

（社会保険加入） 
高校生  

市立  

中学生  

市立  

小学生  

第 3 子と第 4 子  

※申請：第 3 子の学校へ  

例４ 高校生  
市立  

中学生  

市立  

小学生  
  

第 2 子と第 3 子  

※申請：第 2 子の学校へ  

例５ 高校生  
私立  

中学生  

市立  

小学生  
  

第 3 子  

※申請：第 3 子の学校へ  

例６ 
市立  

中学生  

市立  

中学生  

市立  

小学生  

市立  

小学生  

第 2 子、第 3 子、第 4 子  

申請：第 2 子の学校へ  

例７ 
22 歳大学生  

（起業し独立生計 ）  

無就労  

無就学  

市立  

中学生  

市立  

小学生  

第 3 子と第 4 子  

申請：第 3 子の学校へ  

 

ご 不 明 な 点 が あ れ ば 各 学 校 給 食 セ ン タ ー に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

 

連 絡 先 ： 小 牧 市 教 育 委 員 会 事 務 局  学 校 給 食 課  

北 部 学 校 給 食 セ ン タ ー  ☎ 0568-41-3251 

東 部 学 校 給 食 セ ン タ ー  ☎ 0568-79-4833 

南 部 学 校 給 食 セ ン タ ー  ☎ 0568-42-0363 


